
 

 

 

 

 

鳥取市インフラ維持投稿システム『みつけたろう』を運用開始します 

 

～危険個所（施設破損等）の通報システム～ 

 

【目的】 

道路の陥没や遊具の破損など、インフラの不具合情報をスマートフォンにより投稿することで、写真、位置

情報をもとに、早期に方針を決定し対策を実施することで、安全安心なインフラの維持に繋げます。 

【概要】 

 今までは、インフラの不具合が発見された場合、電話やメールで報告を受け付けていましたが、新たな通報

のツールとしてスマートフォンによる投稿が可能となりました。 

スマートフォンによる投稿は、簡単に内容が入力でき、位置情報や現場状況（写真）も同時に送れるため、

地域住民の方からの情報がより正確に伝わり、迅速な対応が可能となります。また、災害時の危機管理システ

ムと連携がとれるため、本市の関連部署において情報共有が迅速に行えるようになります。 

地域住民

スマホ等から投稿

対応状況等の確認

みつけたろう みつけたぞう

対応状況の記録

地域住民投稿者との

コミュニケーション

投稿内容を確認のうえ

対応課決定

管理者や外部からの電話

などの通報の内容の投稿

各インフラ管理者

災害

管理

被災状況確認

対応状況確認

レポート作成

危機管理システム

メールで進捗の

お知らせ

情報をワンクリック

で災害管理システム

へUP・対応状況の随

時報告

 

【投稿対象者】 

 全市域の各町内会の代表者 

【通報内容】 

 事故に直結する危険性を秘め、緊急を要する事象（道路陥没、水路崩壊、遊具の破損など） 

【運用開始時期】 

 令和３年７月２０日～ 

※７月２０日前後に、全市域の各町内会長様へ説明資料を配布します。 

【問い合わせ先】 

鳥取市 都市整備部道路課管理係（電話 0857-30-8351） 
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